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不服申立て事案答申第 234 号 

不服申立て事案諮問第 254 号 

件名： 警察安全相談等・ 苦情経過票の一部開示決定に関する件 

 

答        申 

 

１  審議会の結論 

  愛知県警察本部長（ 以下「 処分庁」 と いう 。） が、 審査請求人に係る 別記に

掲げる保有個人情報（ 以下「 本件保有個人情報」 と いう 。） の一部開示決定に

おいて、 別表の 1 欄に掲げる部分を 不開示と し たこ と は妥当である 。  

 

２  審査請求の内容 

 ( 1)  審査請求の趣旨 

   本件審査請求の趣旨は、個人情報の保護に関する法律（ 平成 15 年法律第

57 号。 以下「 法」 と いう 。） に基づき 審査請求人が令和 5 年 4 月 4 日付け

で行っ た保有個人情報開示請求に対し 、処分庁が同月 17 日付けで行っ た一

部開示決定の取消し を 求める と いう も のである 。  

 ( 2)  審査請求の理由 （ 略）  

 

３  処分庁の主張要旨 

  処分庁の弁明書における主張は、 次のと おり である。  

 ( 1)  本件処分の内容及び理由 

  ア 事実経過 

   ( ｱ)  保有個人情報開示請求の受理 

     審査請求人は、 令和 5 年 4 月 4 日に愛知県 A 警察署（ 以下「 A 署」

と いう 。） の個人情報窓口において、 同人が特定年月日 B に A 署の警

察官に対応さ れたこ と で作成さ れた警察安全相談等・ 苦情経過票の開

示を 求める 保有個人情報開示請求書を 提出し たこ と から 、 A 署の担当

者は、 こ れを 受理し た。  

     なお、 当該請求書の開示請求を する保有個人情報の内容欄には、 私

が特定年月日 Bに A警察署の警察官に対応さ れた際に作成さ れた、 警

察安全相談等・ 苦情経過票（ 請求日現在、 愛知県 A警察署地域課で保

管する も の） と 記載さ れている 。  

   ( ｲ)  本件処分 

     本件保有個人情報は、 愛知県 C 警察署で作成さ れた警察安全相談

等・ 苦情取扱票の引き 継ぎを 受けた A 署が、 令和 4 年 6 月 25 日に審

査請求人の対応を し たこ と によ り 、 その経過を 記録する ために作成さ
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れた警察安全相談等・ 苦情経過票である。  

     処分庁は、本件保有個人情報のう ち 、法第 78 条第 1 項第 2 号及び第

7 号に規定さ れる不開示情報を 除いた部分を 開示する決定を し 、 本件

決定通知書（ 令和 5 年 4 月 17 日付け地総発第 3216 号。 以下「 本件決

定通知書」 と いう 。） により 審査請求人に通知し た。  

  イ  本件処分の理由 

   ( ｱ)  本件処分における開示し ないこ と と し た部分については、 本件決定

通知書に記載さ れていると おり 、  

    ・  開示請求者以外の第三者に対する 措置が記載さ れた部分（ 法第 78

条第 1 項第 2 号及び第 7 号に該当）  

    ・  警部補以下の階級にある 警察職員の氏名に係る部分（ 法第 78 条第

1 項第 2 号に該当）  

    である 。  

    ａ  開示請求者以外の第三者に対する措置が記載さ れた部分 

      法第 78 条第 1 項第 2 号は、開示請求者以外の個人に関する情報で

あっ て、 当該情報に含まれる 氏名、 生年月日その他の記述等により

開示請求者以外の特定の個人を 識別でき る も の又は開示請求者以

外の特定の個人を 識別するこ と はでき ないが、 開示するこ と により 、

なお開示請求者以外の個人の権利利益を 害する おそれがある も の

を 開示義務から 除外する と 定めたも のである 。  

      また、 同項第 7 号は、 国の機関、 独立行政法人等、 地方公共団体

又は地方独立行政法人が行う 事務事業は、 公益に適合する よう 適正

に遂行さ れる も のである が、 こ れら の事務事業に関する情報の中に

は、 開示する こ と によ り 、 当該事務事業の性質上、 その適正な遂行

に支障を 及ぼすおそれがある も のが含まれる ため、 こ れら の情報が

記録さ れた保有個人情報は開示義務から 除外する と 定めたも ので

ある 。  

      本件処分に係る 対象文書は、 相談に基づき 、 A 署員が審査請求人

に対応し た状況が記載さ れており 、 その内、 不開示と し た部分は審

査請求人以外の第三者に対する 措置又は第三者の具体的な 供述が

記載さ れた部分である 。  

      と こ ろ で、 警察が調査する に当たり 、 警察関係者以外の第三者か

ら 意見を 聴取するこ と が必要と なる 場合があると こ ろ 、 こ のよ う な

場合において、 第三者から 聴取し た内容が開示さ れる と するなら ば、

調査において、 第三者が率直な意見を 述べる こ と を 差し 控える こ と

も 十分考えら れる。  

      そう なれば、 事実関係の把握が困難と なり 、 警察業務の適正かつ

円滑な遂行に支障を 及ぼすおそれがあると 認めら れ、 当該不開示部
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分については、 法第 78 条第 1 項第 7 号に該当する こ と から 、 不開

示と し たも のである 。  

      また、 前述のと おり 、 その内容には審査請求人以外の第三者の具

体的な供述も 含ま れており 、 当該部分については、 当然に法第 78

条第 1 項第 2 号に規定さ れる 第三者個人情報にも 該当する と 判断し

たと こ ろ である。  

    ｂ  警部補以下の階級にある警察職員の氏名に係る部分 

      法第 78 条第 1 項第 2 号ただし 書ハでは、公務員に係る情報がその

職務の遂行に係る情報である と き は、 当該個人情報のう ち 、 当該公

務員の職及び当該職務遂行の内容に係る 部分は開示する こ と と さ

れている が、 当該公務員等の氏名に係る部分についての記載はなく 、

不開示と さ れている 。  

      し かし ながら 、 警察職員の内、 警部相当職以上の者の氏名につい

ては、 人事異動の際に公表さ れる 等、 同号ただし 書イ に規定さ れる

「 法令の規定によ り 又は慣行と し て開示請求者が知る こ と ができ 、

又は知る こ と が予定さ れている情報」 と し て開示する こ と と さ れて

おり 、 本件処分においても 、 警部以上の階級にある警察官の印影は

開示と し ている。  

      そし て、本件処分において不開示と し た部分は、警察安全相談等・

苦情経過票の取扱者欄に記載さ れた警部補以下の階級にある 警察

官の氏名であるこ と から 、 法第 78 条第 1 項第 2 号ただし 書イ に規

定さ れる 開示情報に該当し ないこ と から 不開示と し たも のである 。 

   ( ｲ)  こ のよう に、 本件処分については、 法第 78 条第 1 項第 2 号及び同項

第 7 号に規定さ れる 不開示情報を 除いた部分について開示し たも ので

あり 、 法律の規定に基づく 適正な処分である 。  

 ( 2)  審査請求人の主張の失当性 

   審査請求人は、 本件保有個人情報のう ち不開示と さ れた部分について、

自己の訴訟に必要であるため開示を 求める 旨を 主張し ている。  

   し かし ながら 、 不開示と し た部分については、 ( 1) イ のと おり 、 法律の規

定に基づく 適正な処分であり 、 審査請求人の主張には理由がなく 、 審査請

求人の主張は失当である。  

 ( 3)  結語 

   以上のと おり 、 本件処分は法律の規定に基づく 適正なも のであり 、 本件

審査請求に係る 審査請求人の主張に理由がないこ と は明白である こ と から 、

本件審査請求は速やかに棄却さ れる べき である 。  

 

４  審議会の判断 

 ( 1)  本件保有個人情報について 
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   本件保有個人情報は、 審査請求人が特定年月日 Bに A署の警察官に対応

さ れたこ と で作成さ れた警察安全相談等・ 苦情経過票である。  

   処分庁は、 本件保有個人情報のう ち 別表の 1 欄に掲げる 部分を 同表の 2

欄に掲げる規定に該当すると し て不開示と し ている と こ ろ 、 審査請求人は

不開示部分の開示を 求めている こ と から 、 以下、 不開示部分の不開示情報

該当性について検討する 。  

 ( 2)  法第 78 条第 1 項第 2 号該当性について 

  ア 開示請求者以外の第三者に対する措置が記載さ れた部分について 

    当審議会において開示請求者以外の第三者に対する 措置が記載さ れた

部分を 見分し たと こ ろ 、 開示請求者以外の第三者と のやり と り や具体的

な供述が記載さ れており 、 こ れら は開示請求者以外の特定の個人を 識別

する こ と ができ るも のであるため、法第 78 条第 1 項第 2 号本文に該当し 、

また、 同号ただし 書イ 、 ロ及びハに該当し ない。  

    よ っ て、 開示請求者以外の第三者に関する情報が記載さ れた部分は、

法第 78 条第 1 項第 2 号に該当する 。  

  イ  警部補以下の階級にある警察職員の氏名に係る 部分について 

    警部補以下の階級にある 警察職員の氏名に係る部分は、 審査請求人以

外の特定の個人を 識別するこ と ができ る も のである ため、法第 78 条第 1

項第 2 号本文に該当する 。  

そし て、 警部補以下の階級にある 警察職員については、 その職務の特

殊性から 、 氏名を 開示する こ と で当該警察職員の私生活に影響を 及ぼす

おそれがある ため、 その氏名は公にさ れておら ず、 慣行と し て開示請求

者が知る こ と ができ 、 又は知るこ と が予定さ れている 情報ではないこ と

から 、 同号ただし 書イ に該当し ない。 また、 同号ただし 書ロ 及びハにも

該当し ない。  

    よ っ て、 警部補以下の階級にある 警察職員の氏名に係る部分は、 法第

78 条第 1 項第 2 号に該当する 。  

 ( 3)  法第 78 条第 1 項第 7 号該当性について 

処分庁によれば、 警察が調査する に当たり 、 警察関係者以外の第三者か

ら 意見を 聴取する こ と が必要と なる 場合がある と こ ろ 、 こ のよ う な場合に

おいて、 第三者から 聴取し た内容が開示さ れる と するなら ば、 調査におい

て、 第三者が率直な意見を 述べるこ と を 差し 控える こ と も 十分考えら れ、

そう なれば、 事実関係の把握が困難と なり 、 警察業務の適正かつ円滑な遂

行に支障を 及ぼすおそれがある と のこ と である 。  

当審議会において開示請求者以外の第三者に対する措置が記載さ れた部

分を 見分し たと こ ろ 、 開示請求者以外の第三者と のやり と り や具体的な供

述が記載さ れており 、 こ れら を 開示する こ と によ り 、 今後の調査において

第三者が率直な意見を 述べるこ と を 差し 控える など、 事実関係の把握が困
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難と なり 、 警察業務の適正かつ円滑な遂行に支障を 及ぼすおそれがある と

認めら れる 。  

よっ て、 開示請求者以外の第三者に対する 措置が記載さ れた部分は、 法

第 78 条第 1 項第 7 号に該当する。  

 ( 4)  審査請求人のその他の主張について 

   審査請求人のその他の主張は、 当審議会の判断に影響を 及ぼすも のでは

ない。  

 ( 5)  まと め  

   以上によ り 、「 １  審議会の結論」 のと おり 判断する。  
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別記 

警察安全相談等・ 苦情経過票（ 特定年月日 B取扱い）  

 

 

別表 

1 開示し ないこ と と し た部分 2 開示し ないこ と と し た

根拠規定 

開示請求者以外の第三者に対する 措置が記載

さ れた部分 

法第 78 条第 1 項第 2 号

及び第 7 号 

警部補以下の階級にある 警察職員の氏名に係

る 部分 

法第 78 条第 1 項第 2 号 
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（ 審議会の処理経過）  

年 月 日 内                        容 

5 .  6 . 2 8 諮問（ 弁明書の写し を 添付）  

6 .  7 . 2 2 

( 第 239 回審議会)  
処分庁の職員から 不開示理由等を 聴取 

同 日 審議 

6 .  8 . 1 9 

( 第 240 回審議会)  
審議 

6 .  9 . 2 7 答申 

 


